
八尾市地域就労支援基本計画推進委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、第 3次八尾市地域就労支援基本計画に基づき、働く意欲を持ち

ながら、就労に際して困難な課題を抱える人々の自立・就労を支援するために、必

要な施策を推進することを目的とする。 

 

（構成） 

第２条 八尾市地域就労支援基本計画推進委員会（以下「委員会」という。）は、別表

に定める委員をもって組織する。 

２ 委員会には、委員の他にオブザーバーを置くことができる。 

 

（委員会） 

第３条 委員会には、委員長をおく。委員長は委員の互選により選出する。 

２ 委員会の議長は、委員長が当たる。 

３ 委員会は委員長が随時招集する。 

４ 委員長は必要があると認めるときは、委員でない者を委員会に出席させ、意見を聞

くことができる。 

 

（任期） 

第４条 委員は市長が委嘱または任命し、委員の任期は委嘱または任命の日から 2年

とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（委員会の任務） 

第５条 委員会は次の任務を行うものとする。 

(1) 第 3次八尾市地域就労支援基本計画の推進に関すること 

(2) その他、目的達成に必要な事業 

 

（謝礼） 

第６条  委員には下記に定める額を支給する。 

学識経験者・・・２１，０００円 

その他・・・８，０００円 

 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、魅力創造部労働支援課内におく。 

 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮り別に定



める。 

 

附則 

この要綱は、平成１６年１１月１７日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１７年  ４月  １日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１８年  ４月  １日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２０年 ４月  １日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２２年 ４月 １日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２５年 ２月２７日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２５年 ７月１２日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和３年 ４月 １日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和４年 ４月 １日から施行する。 


